
資料２ 

令和３年度の環境調査内容 

 

資料２－１「令和３年度旭川市廃棄物処分場ほか環境調査結果のまとめについて」 

 一番左の欄は，調査を行った処分場名を記載しています。 

 「調査の内容」の欄は，それぞれの処分場で行った調査内容です。 

 「法定基準」の欄は，法律で測定が義務づけられ基準が定められている調査内容

に〇印が付いています。 

 「廃止基準」の欄は，法律で決められた処分場の廃止基準に該当する調査内容に

〇印が付いています。 

 「調査結果」の欄には，法定基準値，自主基準値及び環境基準値等と比較した結

果を記載しています。 

 報告書の欄には，資料２－２「旭川市廃棄物処分場ほか環境調査業務報告書（概

要版）」の該当するページを記載しています。 

 

資料２－２「旭川市廃棄物処分場ほか環境調査業務 報告書（概要版）」について 

 １ページに処分場の調査概要，２ページに処分場の調査地点を記載しています。

また，一部に黄色とピンクに色付けしている地点がありますが，これは法律で測定

が義務づけられていている地点です。それ以外は，法律の定めがない市が独自に調

査している地点です。 

 

１ 旭川市廃棄物処分場の調査結果 

 (1) 浸出水及び処理水 

埋立地から流れ出る「浸出水」と，それを処理した後の水処理後の「処理水」

について毎月調査を行いました。 

４～６ページに調査内容及び結果を記載していますが，処理水については全て

の項目で法定基準値及び自主基準値を満たしていました。 



２６ページに浸出水水質の推移を記載しています。 

平成１５年度の埋立当初は埋立廃棄物が少なく事業系の生ごみを受け入れてい

たのでＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，大腸菌群数が非常に高い数値を示していました

が，平成１９年から事業系の生ごみを搬入規制したため，雨等の気象条件による

突発的な高い数値を除き数値が低く安定しています。 

 

(2) 地下水 

周縁地下水が処分場の影響を受けていないかを確認するため，埋立地の上流側

と下流側の２地点（観測井戸Ｎｏ５，Ｎｏ６）の地下水において，年１回（８

月）の調査を行いました。 

７ページに調査内容及び結果を記載していますが，全ての項目で法定基準値以

下となっており，塩化物イオン，電気伝導率も大きな差は無く低い値なので，埋

立地内の汚水の影響がないことを確認できました。 

 

 (3) 河川水 

処理水を放流している芳野川の河川水質への影響を把握するために，放流地点

より上流側と下流側の２地点において，年１回（８月）の調査を行いました。 

８ページに調査内容及び結果を記載していますが，放流地点下流において, Ｄ

Ｏ（溶存酸素量）及び大腸菌群数が参考とした環境基準値を超過していました。 

処理水の大腸菌群数は年間を通じて法定基準値を満たしていることから,処分

場の処理水の影響は少ないと考えられます。 

要因としては,放流地点上流でも数値が高いことから自然由来による影響など

が考えられます。 

２６ページに経年変化を記載していますが，雨等の気象条件の影響が大きいた

め,安定した値にはなっていません。 

ＤＯ（溶存酸素量）については，上流より水温が高く酸素が溶けにくい状況で

あったこと、上流に比べ川幅が広く水の流れが緩やかで停滞傾向であり、貧酸素

状態になりやすい状況であったことが主な要因として考えられます。 



その他の項目については，参考とした環境基準値内でした。 

 

 (4) 埋立地内発生ガス 

埋立地から発生するガスの状況を把握するために埋立地内の４地点において，

年２回（９月，２月）の調査を行いました。 

９ページに調査内容及び結果を記載していますが，どの地点もガス発生量は少

ないです。 

２６ページに経年推移を記載しています。 

地点ａ，ｄについては，メタン，二酸化炭素濃度が増加した時期はありました

が，現在は減少しています。 

地点ａ－２，ｂは，数値の変動はあるものの，二酸化炭素は５～２０％程度，

メタンは過去３年間ではａ－２で１％程度，ｂで５～１５％程度で推移していま

す。 

 

 (5) 地中温度 

埋立地の内部の温度を把握するために埋立地内の４地点において，年２回（９

月，２月）の調査を行いました。 

１０ページに調査内容及び結果を記載しています。 

地点 b及び地点 dの地中温度が他の箇所より高くなっていますが，廃棄物の分

解により生じた反応熱の影響を強く受けていると考えられます。 

２６ページに経年推移を記載しています。 

参考として江丹別の平均気温＋２０℃を廃止基準としています。 

地点ａについては低下傾向にあり，令和３年度は,廃止基準より低い値となっ

ています。 

地点ａ－２は２月の調査で廃止基準より低い値となりました。 

地点ｂとｄは，令和２年度と同程度の温度で廃止基準より高い値でした。 

 

 



令和３年度の環境調査内容 

 

資料２－１「令和３年度旭川市廃棄物処分場ほか環境調査結果のまとめについて」 

 資料１の表には，調査を行った中園廃棄物最終処分場，新共和処分場及び共和処

分場について記載しています。 

 調査の種類の欄は，それぞれの処分場で調査を行った場所です。 

 法定基準の欄では，法律で測定が義務づけられ基準が定められている場所に〇印

が付いています。 

 廃止基準の欄では，法律で処分場の廃止に係る基準等が定められている場所に〇

印が付いています。 

 調査結果には，法定基準値，自主基準値及び環境基準値等と比較した結果を記載

しています。 

 報告書の欄には，資料２－２「旭川市廃棄物処分場ほか環境調査業務報告書（概

要版）」の該当するページを記載しています。 

 

資料２－２「旭川市廃棄物処分場ほか環境調査業務 報告書（概要版）」について 

 １ページに各処分場の調査概要，２～３ページに各処分場の調査地点を記載して

います。また，一部に黄色とピンクに色付けしている地点がありますが，これは法

律で測定が義務づけられていている法定基準項目測定地点です。それ以外の地点

は，法律の定めがない市が独自に調査する地点です。 

 

１ 中園廃棄物最終処分場の調査結果 

(1) 浸出水及び処理水 

埋立地から流れ出る「浸出水」と，それを処理した後の水処理後の「処理水」

について毎月調査を行いました。 

１１～１３ページに調査内容及び結果を記載していますが，処理水については

全ての項目で法定基準値を満たしていました。 



浸出水についても全ての項目で廃止基準値を満たしていました。 

２４ページに浸出水水質の推移を記載しています。 

雨の影響等によりばらつきがあるものの，各項目とも平成１６年度と比較し低

い値で推移しています。 

 

(2) 地下水 

周縁地下水が処分場の影響を受けていないかを確認するため，埋立地の上流側

と下流側の２地点（観測孔Ｎｏ１及び一次処理施設）の地下水において，年１回

（８月）の調査を行いました。 

１４ページに調査内容及び結果を記載していますが，全ての項目で法定基準値

以下となっており，塩化物イオン，電気伝導率も大きな差は無く低い値なので，

埋立地内の汚水の影響がないことを確認できました。 

 

 (3) 河川水 

処理水を放流している江丹別川の河川水質への影響を把握するために，放流口

合流点から５０ｍ下流地点において，年１回（８月）の調査を行いました。 

１５ページに調査内容及び結果を記載しています。 

河川水には排水基準が適用されませんので参考として環境基準と比較しまし

た。 

放流地点下流において, ｐＨと大腸菌群数が参考とした環境基準値を超過しま

したが,処理水のｐＨと大腸菌群数は年間を通じて法定基準値を満たしていること

から,処分場の処理水の影響は少ないと考えられます。 

要因としては，自然由来による影響などが考えられます。 

その他の項目は参考とした環境基準値内でした。 

 

 (4) 埋立地内保有水 

埋立地内の状況を把握するために，モニタリング井戸５か所を対象に，埋立地

内に溜まっている保有水について，年４回（５月，８月，１１月，２月）調査を



行いました。 

１６ページに調査内容及び結果を記載しています。 

保有水については基準がありませんが，参考として放流水の法定基準と比較し

ました。 

ＳＳは参考とした放流水の法定基準値を超過していました。 

ＢＯＤは６－４とＭ－１の２月の調査で参考とした法定基準を超えましたが，

それ以外は参考とした法定基準内でした。ｐＨは参考とした法定基準値内でし

た。 

２５ページにＢＯＤ，ＳＳの経年推移を記載しています。 

気象状況等により一時的に値の上昇はあるものの，測定開始の平成１６，１７

年度以降低下傾向にあります。 

地点１１－５のＳＳについて，値にばらつきがありますが令和３年度は，やや

減少傾向にありました。 

 

 (5) 埋立地内発生ガス 

埋立地から発生するガスの状況を把握するために，モニタリング井戸５か所を

対象に，年４回（５月，８月，１１月，２月）の調査を行いました。 

１７ページに調査内容及び結果を記載していますが，どの地点もガス発生量は

少ないです。 

２４ページに経年推移を記載しています。 

地点３－３，３－７，６－４のメタンは，令和３年度は不検出～３０％程度，

二酸化炭素は不検出～１５％程度で，それぞれ減少傾向で推移しました。 

地点１１－５は，メタン，二酸化炭素ともほとんど検出されていません。 

地点Ｍ－１は，メタンは７～４６％，二酸化炭素は１２～１５％で，それぞれ

若干減少傾向で推移しました。 

 

 (6) 地中温度 

埋立地の内部の温度を把握するために，モニタリング井戸５か所及び観測孔



（Ｎｏ１，Ｎｏ３）２か所において，年４回（５月，８月，１１月，２月）の調

査を行いました。 

１８～２０ページに調査内容及び結果を記載しています。 

地点６－４の地中温度は水位より下でも他の箇所と比べ高めの傾向にあり，廃

棄物の分解により生じた反応熱の影響を強く受けていると考えられます。 

２４ページに経年推移を記載しています。 

廃棄物学会において，廃止基準は周辺の地中温度との差が２０℃未満とされて

いることから，廃止基準を３年間のデータがある地下水観測孔Ｎｏ1の温度＋２

０℃としましたが，全ての地点で廃止基準とした温度を下回っています。  

 

２ 新共和処分場の調査結果 

(1) 浸出水 

放流水について，年１回（８月）の調査を行いました。 

２１ページに調査内容及び結果を記載していますが，全ての項目で参考とした

排水基準値内でした。 

 

(2) 埋立地内発生ガス 

埋立地から発生するガスの状況を把握するために，観測孔（No.１０）におい

て，年１回（８月）の調査を行いました。 

２２ページに調査内容及び結果を記載しています。 

ガスの発生量は不検出（0.1mL/分未満）ですが，メタン，二酸化炭素及び硫化

水素が検出されています。 

 

３ 共和処分場の調査結果 

浸出水 

放流水について，年１回（８月）の調査を行いました。 

２３ページに調査内容及び結果を記載していますが，全ての項目で参考とした

排水基準値内でした。 


